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（１）傍聴等の受付は、午後１３時３０分から事務所１階事務室で行います。会議室への入場
　　　は、会議開始５分前からです。
（２）会議の開催場所等において、写真撮影、録画、録音等は行わないでください。
（３）その他会議の支障となる行為はしないでください。
（４）会議当日、傍聴等要領を配布します。傍聴等要領の記載事項に違反したときは、退場
　　　していただく場合があります。

内線

注 意 事 項

電話 043-266-0201
問 い 合 わ せ 先 都市局都市部寒川土地区画整理事務所

開 催 日 時 令和5年3月16日(木) 14:00

開 催 場 所 等 千葉市寒川土地区画整理事務所　２階会議室

傍 聴 者 等 の 定 員

傍聴者等の決定方法

会 議 の 方 法

　　千葉市中央区寒川町２丁目１５０番地

※　通信回線を利用して会議に参加する者がいる場合に限る。

議案第１号　仮換地の指定について
議案第２号　仮換地の指定変更について
報告事項　　仮換地指定の軽微な変更について

会議の開催について（お知らせ）

会 議 の 名 称 第３４回千葉都市計画事業寒川第一土地区画整理審議会

議 題


